
大和市告示第１９号 

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定により次のとおり市道の路線の供用

を平成３１年２月１３日から開始する。 

 なお、関係図面は、本市都市施設部土木管理課において、平成３１年２月１３日から２週間（た 

だし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

平成３１年２月１３日 

大和市長 大 木  哲   

 

路 線 名 起  点 終  点 幅 員（ｍ）  延  長（ｍ）  備   考 

 
渋谷１０１号 

 
 渋谷六丁目 

１００番２５  

 
 渋谷六丁目 

 １００番２５ 

 
５．９７  

～６．００  

 
１９３．７８ 

 
路線総延長 

３１１．５０ｍ 
 の内１９３．７８ｍ 

 
渋谷１０９号 

 
 渋谷六丁目 
 １００番３０ 

 
 渋谷六丁目 

１００番３０ 

 
６．００  

  
  ３８．８３ 

 

  
路線総延長 

６７．４８ｍ 
の内３８．８３ｍ 

 
渋谷１２１号 

 
 渋谷七丁目 

１００番２６  

 
 渋谷七丁目 

１００番２６ 

 
  ６．００  
～１０．５１  

  
２００．２５ 

 

  
路線総延長 

２６３．００ｍ 
の内２００．２５ｍ 

 
渋谷１２３号 

 
 渋谷七丁目 

１００番３１  

 
 渋谷七丁目 

１００番３１ 

 
６．００  

  
  ３６．１５ 

 

  
路線総延長 

４６．６２ｍ 
の内３６．１５ｍ 


